
高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

九
四
三



九
四
四



（
一
三
三
七
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

【
著
書
（
単
著
）】

『
現
代
資
本
主
義
の
経
済
論
』
一
九
七
九
年
四
月
、
駿
河
台
出
版
社

『
現
代
経
済
学
の
基
礎
』
一
九
九
〇
年
三
月
、
高
文
堂
出
版
社

『
現
代
財
政
学
』
一
九
九
八
年
三
月
、
八
千
代
出
版
社

『
基
本
マ
ク
ロ
経
済
学
』
二
〇
〇
四
年
三
月
、
八
千
代
出
版
社

『
日
本
所
得
税
発
達
史
』
二
〇
〇
七
年
九
月
、
ぎ
ょ
う
せ
い

【
著
書
（
共
著
・
編
著
）】

『
現
代
経
済
学
』「
第
九
章　

国
民
所
得
論
」
大
淵
利
男
編
著
、
分
担
執
筆
、
一
九
七
七
年
四
月
、
八
千
代
出
版
社

『
現
代
交
通
と
地
域
経
済
の
諸
問
題
』「
地
域
経
済
の
不
均
等
発
展
と
地
方
財
政
調
整
制
度
」
鷹
取
先
生
還
暦
記
念
事
業
会
編
、
分
担
執
筆
、

一
九
七
九
年
五
月
、
時
潮
社

『
近
代
経
済
学
の
方
法
と
課
題
』「
第
九
章　

国
民
所
得
論
」
大
淵
利
男
編
著
、
分
担
執
筆
・
改
稿
、
一
九
八
〇
年
二
月
、
八
千
代
出
版
社

『
財
政
の
原
理
と
現
実
』「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
間
接
税
」
井
手
文
雄
・
大
淵
利
男
・
石
村
暢
五
郞
・
中
村
一
雄
編
著
、
分
担
執
筆
、

九
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
三
八
）

一
九
八
六
年
一
月
、
千
倉
書
房

『
経
済
学
の
基
礎
理
論
』「
第
四
章　

生
産
者
の
理
論
」「
第
六
章　

経
済
循
環
と
国
民
所
得
の
把
握
」「
第
七
章　

国
民
所
得
の
決
定
」
大

淵
利
男
編
著
、
分
担
執
筆
、
一
九
八
六
年
四
月
、
高
文
堂
出
版
社

『
近
代
財
政
経
済
の
理
論
と
そ
の
展
開
（
大
淵
利
男
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
）』「
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
制
度
と
地
方
財
政
」
分
担
執
筆
、

一
九
八
六
年
一
〇
月
、
評
論
社

『
現
代
財
政
学
』「「
第
一
章　

財
政
の
概
念
」「
第
三
章　

財
政
の
役
割
」「
第
六
章　

租
税
論
」
高
橋
利
雄
編
、
分
担
執
筆
、
一
九
九
三

年
五
月
、
勁
草
書
房

『
現
代
租
税
論
』「
第
一
章
」「
第
五
章
〜
第
七
章
」
高
木
勝
一
・
吉
田
克
己
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
、
八
千
代
出
版
社

『
租
税
論
』「
第
一
章
」「
第
二
章
」「
第
四
章
」
高
木
勝
一
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
、
八
千
代
出
版
社

『
現
代
財
政
学
』「
第
一
章
〜
第
四
章
」「
第
六
章
〜
第
七
章
」
高
木
勝
一
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
八
千
代
出
版

『
現
代
財
政
学
』「
第
一
章
〜
第
四
章
」「
第
六
章
〜
第
七
章
」
高
木
勝
一
・
大
濱
賢
一
朗
共
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
八
千

代
出
版
社

『
基
本
ミ
ク
ロ
経
済
学
』「
第
一
章
〜
第
三
章
」
高
木
勝
一
・
大
濱
賢
一
朗
共
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
八
千
代
出
版

『
新
版　

租
税
論
』「
第
一
章
」「
第
二
章
の
第
一
節
〜
第
五
節
」「
第
九
章
」「
第
十
章
」
高
木
勝
一
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
一
年
一
月
、

八
千
代
出
版
社

九
四
六



（
一
三
三
九
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

【
訳
書
】

『
財
政
の
経
済
学
』
ヘ
イ
著
、
大
淵
利
男
監
修
、
高
木
勝
一
訳
、
一
九
七
六
年
六
月
、
ベ
タ
ー
ラ
イ
フ
株
式
会
社

『
租
税
思
想
史
』
グ
ロ
ー
ブ
ズ
著
、
高
木
勝
一
他
訳
、
一
九
八
四
年
九
月
、
駿
河
台
出
版
社

【
辞
典･

事
典
】

『
経
済
思
想
史
辞
典
』
経
済
学
史
学
会
編
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
、
丸
善
株
式
会
社

『
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
観
光
事
典
』
山
上
徹
・
堀
野
正
人
編
著
、
分
担
執
筆
、
二
〇
〇
一
年
三
月
、
白
桃
書
房

『
海
と
空
の
港
大
事
典
』
日
本
港
湾
学
会
編
、
分
担
執
筆
、
二
〇
一
一
年
九
月
、
成
山
堂
書
店

【
論
文
・
研
究
ノ
ー
ト
】

修
士
論
文
「
日
本
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
達
と
租
税
制
度
」
日
本
大
学
よ
り
経
済
学
修
士
の
学
位
を
受
け
る
、
一
九
七
〇
年
三
月

「
終
戦
直
後
日
本
イ
ン
フ
レ
期
の
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
九
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
七
三
年
三
月

「
ド
ッ
ジ
・
ラ
イ
ン
下
の
日
本
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
二
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
七
四
年
一
月

「
昭
和
恐
慌
下
の
日
本
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
三
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
七
五
年
一
月

「
わ
が
国
に
お
け
る
高
橋
財
政
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
四
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
七
六
年
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
五
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、

一
九
七
七
年
二
月

九
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
四
〇
）

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
二
）」『
研
究
年
報
』
第
二
十
六
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
七
八
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
│
そ
の
一
│
」
ぎ
ょ
う
せ
い
『
税
』
第
三
十
三
巻
第
五
号
、
一
九
七
八
年
五
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
│
そ
の
二
│
」
ぎ
ょ
う
せ
い
『
税
』
第
三
十
四
巻
第
一
号
、
一
九
七
九
年
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
三
）」『
研
究
年
報
』
第
二
十
七
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
七
九
年
二
月

「
租
税
負
担
の
公
平
に
つ
い
て
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
八
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
〇
年
二
月

「
リ
カ
ー
ド
の
地
代
論
と
農
業
課
税
」『
研
究
年
報
』
第
二
十
九
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
一
年
二
月

「
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
の
財
政
論
の
一
研
究
（
そ
の
一
）」『
研
究
年
報
』
第
三
十
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
二
年
三
月

「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
租
税
四
原
則
に
つ
い
て
」『
研
究
年
報
』
第
三
十
二
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三
島
）、
一
九
八
四
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
四
）」『
研
究
年
報
』
第
三
十
三
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
八
五
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
に
よ
る
日
本
税
制
報
告
書
に
関
す
る
一
考
察
（
そ
の
五
）」『
研
究
年
報
』
第
三
十
四
集
、
日
本
大
学
文
理
学
部
（
三

島
）、
一
九
八
六
年
二
月

「
Ｉ
Ｓ
・
Ｌ
Ｍ
分
析
に
よ
る
ケ
イ
ン
ズ
政
策
の
一
考
察
」
日
本
大
学
三
島
学
園
生
活
科
学
研
究
所
『
報
告
』
第
九
号
、
一
九
八
六
年
三
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
市
町
村
税
」『
政
経
研
究
』
第
二
十
四
巻
第
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
八
七
年
一
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
問
題
点
と
日
本
経
済
へ
の
影
響
」
教
授
論
文
、
一
九
八
九
年
一
一
月

九
四
八



（
一
三
四
一
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
付
加
価
値
税
」
日
本
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
（
第
二
巻
）、
一
九
八
九
年
一
一
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
及
び
そ
の
修
正
課
程
と
日
本
経
済
」
日
本
大
学
法
学
会
『
法
学
紀
要
』
第
三
十
一
巻
、
一
九
九
〇
年
二
月

「
わ
が
国
創
設
期
所
得
税
の
形
成
と
構
造
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
一
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
九
五
年
二
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
所
得
税
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
三
号
第
一
号
（
堀
川
士
良
教
授
古
希
記
念
論
文
集
）、
日
本
大
学
法
学
会
、

一
九
九
六
年
四
月

「
所
得
概
念
の
一
研
究
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
四
号
第
四
号
（
吉
田
徳
三
郎
教
授
古
希
記
念
論
文
集
）、
日
本
大
学
法
学
会
、
一
九
九
八

年
一
月

「
明
治
三
十
二
年
の
改
正
所
得
税
の
研
究
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
六
号
第
二
号
（
村
田
光
義
教
授
古
希
記
念
論
文
集
）、
日
本
大
学
法
学
会
、

一
九
九
九
年
七
月

「
一
九
八
十
年
代
に
お
け
る
日
米
の
抜
本
的
所
得
税
改
革
」『
日
本
法
学
』
第
六
十
六
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月

「
給
与
所
得
の
課
税
ベ
ー
ス
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
三
十
九
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月

「
大
正
時
代
の
所
得
税
改
正
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
一
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
五
年
三
月

「
現
行
所
得
税
に
関
す
る
一
考
察
』『
政
経
研
究
』
第
四
十
二
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
六
年
一
月

「
終
戦
直
後
に
お
け
る
日
本
経
済
と
所
得
税
制
度
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
三
巻
第
一
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
六
年
五
月

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
住
民
税
」『
税
』
第
六
十
一
巻
第
七
号
、
二
〇
〇
六
年

「
少
子
高
齢
化
と
財
政
赤
字
」『
税
制
研
究
』
第
五
十
号
、
二
〇
〇
六
年
八
月
、
谷
山
税
制
経
営
研
究
所

「
井
上
財
政
対
高
橋
財
政
」『
日
本
法
学
』
第
七
十
二
巻
第
二
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月

九
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
一
三
四
二
）

「
昭
和
初
期
の
財
政
と
昭
和
十
五
年
の
所
得
税
改
革
」『
政
経
研
究
』
第
四
十
三
巻
第
三
号
、
日
本
大
学
法
学
会
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月

博
士
論
文
「
日
本
所
得
税
発
達
史
に
関
す
る
研
究
│
先
進
諸
国
の
所
得
税
制
度
の
受
容
を
通
し
て
│
」
日
本
大
学
よ
り
博
士
（
国
際
関

係
）
の
学
位
を
受
け
る
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月

「
終
戦
直
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
所
得
税
制
度
」『
社
会
科
学
の
理
論
と
現
代
的
問
題　

大
淵
利
男
先
生
追
悼
論
文
集
）』
二
〇
〇
八
年

一
一
月
、
八
千
代
出
版
社

「
消
費
税
増
税
論
議
に
関
す
る
一
考
察
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月

【
口
頭
発
表
・
講
演
等
】

「
現
代
イ
ン
フ
レ
の
要
因
に
つ
い
て
」
日
本
大
学
三
島
学
園
生
活
科
学
研
究
所　

昭
和
五
五
年
度
研
究
発
表
会
（
日
本
大
学
三
島
学
園
に

て
）、
一
九
八
〇
年

「
Ａ
・
Ｒ
・
プ
レ
ス
ト
博
士
講
演
、
高
木
勝
一
通
訳　

│
所
得
課
税
と
支
出
課
税
│
」（
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
に
て
）、
一
九
八
四
年
九

月
二
五
日

「
沖
縄
県
北
部
国
頭
村
の
リ
ゾ
ー
ト
開
発
と
地
方
財
政
」
沿
岸
域
の
開
発
方
策
・
制
度
を
考
え
る
（
日
本
大
学
沿
岸
域
研
究
会
）（
日
本
大

学
会
館
に
お
い
て
）、
一
九
九
〇
年
九
月

講
演
「
税
金
の
話
」
大
仁
町
『
町
民
大
学
講
座
』（
大
仁
町
公
民
館
に
て
）、
一
九
九
三
年
一
二
月
四
日

「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
と
そ
の
具
体
的
展
開
│
所
得
税
を
中
心
と
し
て
」
日
本
税
制
理
論
学
会　

第
七
回
（
京
都
大
学
に
て
）、
一
九
九
五
年

一
一
月
二
五
日

九
五
〇



（
一
三
四
三
）

高
木
勝
一
教
授　

主
要
業
績

講
演
「
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
現
状
と
税
制
」
日
本
大
学
通
信
教
育
学
部
校
友
会　

静
岡
県
支
部
「
講
演
会
」（
日
本
大
学
国
際
関
係
学

部
に
て
）、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
八
日

九
五
一




